
～ 今 月 の 主 な 内 容 ～
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公営企業会計（水道会計）

特別会計

基金残高

借入金残高

総務費

町民１人あたりに使われたお金

民生費 衛生費 農林水産業費 商工費

その他公債費教育費土木費 消防費
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令和３年度 決算報告
一般会計

決算概要

財源の主な使い道町税の内訳
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　「ふるさと」を想う納税者の皆さんが、自らの意思で納税対象を選択し、自治体がその「想い」に応え
られる施策に生かしていくことで、地域の活性化はもとより、地方自治への関心を高めてもらう制度です。
　「しかべ」には住んではいないけれど、ふるさとに貢献したいという方々をはじめとして、ふるさとを
元気にしたいという想いを寄附金という形で応援していただく仕組みです。
　町では寄附をしていただくと、次ページ記載の６項目の「寄附金の使い道」を指定することができます。
　また、寄附金を有効に活用したまちづくりを推進するため、「鹿部町ふるさと納税基金」を設置し、寄
附金のうち一部を積み立て、次年度以降の事業に活用させていただきます。

　町外にお住まいの個人の方を対象
にご寄附をいただいた場合、返礼品
を贈っています。また、写真は返礼
品の一部です。

詳細は町公式ホームペ
ージをご覧ください。
※右のＱＲコードから
町公式ホームページが
閲覧できます！

ふるさとしかべ応援寄附金の推移（年度別）



広報しかべ　令和４年10月号5

使い道 主な内容 寄附金活用額

①
教育、スポーツ
及び文化・芸術に
関する事業

②
健康、福祉及び
医療充実に
関する事業

③
地域産業の振興に
関する事業

④
地域防災に
関する事業

⑤
自然環境保全に
関する事業

⑥
町長にお任せの

事業

小中学校施設維持管理業務・総合体育館運営
事業・山村広場運営事業等

いこいの湯運営維持管理事業・乳幼児等医療
費助成事業・町民ニコニコ健診等

観光ＰＲ事業・食による観光振興事業・ウニ
種苗放流事業等

防災行政無線維持管理等事業・北海道駒ヶ岳
観測体制等強化事業・消火栓新設工事等

漁業系廃棄物リサイクル施設修繕費・被害跡
地造林箇所保育事業・ホタテウロ未利用資源
有効利用施設運営負担金等

道路整備工事・総合的な地域公共交通対策の
検討

合計

寄附金額（ａ） 755, 890, 100円

経費総額（ｂ） 483, 947, 193円

返礼品代 209, 330, 196円

返礼品送料 96, 054, 204円

募集及び寄附金受領後 
に要した事務経費等 178, 562, 793円

差引（ａ）－（ｂ） 271, 942, 907円

寄附金活用額 186, 942, 907円

ふるさと応援基金積立額 85, 000, 000円

（
内
訳
）

基金積立
85,000,000円

寄附金活用額
186,942,907円

返礼品代
209,330,196円

寄附金額
755,890,100円

募集及び寄附金受領後に
要した事務経費等
178,562,793円

返礼品送料
96,054,204円
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鹿部小学校 鹿部中学校

　町では、「食」をきっかけとした地域振興を目的
に、同じ志を持った「にっぽんＡ級グルメのまち連
合」に加盟し、移住促進・観光誘致・食のＰＲ活動
など各種事業の取組みに寄附金を活用しました。
　町単独としても町内外の方を対象に、町の特産品
ＰＲを目的に「Ａ級グルメオンライン教室」の開催
や、新たな販路拡大を目的に道内外において物販等
も実施しました。

　子どもたちの安心・安全な教育環境の確保
のため、学校施設や設備の維持管理に寄附金
を活用しました。
　また、景観維持や環境整備のため、敷地内
の草刈りや雪かき、樹木の剪定なども行いま
した。

　町では、満60歳以上の町内在住の方を対象とした
温泉施設「鹿部町いこいの湯」を運営しています。
　心身の健康維持増進、福祉の向上を目的とした施
設であり、コミュニケーションの場にもなっていま
す。
　快適な環境で利用していただくため施設設備の定
期的な保守点検や修繕、部品交換など施設の維持管
理に寄附金を活用しました。 いこいの湯

　町の観光スポットや特産品を多くの方に知ってい
ただき、来町のきっかけづくりや販売促進となるよ
う、多方面において観光ＰＲ事業を行うため寄附金
を活用しました。
○ＰＲ内容
・伊藤大海投手が勝利投手となった際の鹿部町
　特産品プレゼント企画（ラジオ局とのコラボ企画）
・鹿部町ＰＲテレビコマーシャル放送
・民間バスの車体に鹿部町のＰＲ広告掲載
・一流シェフの団体が発行するカレンダーに鹿部町
　の特産品たこを掲載　など

伊藤大海投手勝利プレゼント企画内容の一例 Ａ級グルメオンライン教室の様子
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　漁業系廃棄物リサイクル施設は、鹿部町の基幹産
業である水産業を推進するうえで必要不可欠な施設
です。施設の維持管理を行うための修繕費に寄附金
を活用しました。
　当施設は、漁業活動等の円滑化や業者負担軽減を
図るため、平成14年度から供用を開始しており、施
設の維持管理を徹底し、施設が稼働し続けるよう必
要修繕を計画的に進め、適正な廃棄物処理施設の運
営に努めています。

漁業系廃棄物リサイクル施設

　町では、沿道環境の保全をはじめ、交通の安全や
車両の快適な走行を保つために、老朽化した町道鹿
部南２号線の改良舗装工事や、舗装路面の補修、沿
道の草刈り、道路付属部の修繕などの維持管理に寄
附金を活用しました。
　町道鹿部南２号線の改良舗装工事のほか、町道舗
装補修工事、町道区画線整備工事、道路付属物修繕
工事などの維持補修工事を実施しました。

町道鹿部南２号線
道路整備前

町道鹿部南２号線
道路整備後

　近年、全国的に頻発する異常気象による自然災害
が多数発生しています。町では早期情報伝達のため
防災行政無線を用いており、無線機器の維持管理に
寄附金を活用しました。
　また、消火栓改修工事、消火栓新設工事、北海道
駒ヶ岳観測体制等強化事業に寄附金を活用しました。

防災行政無線戸別受信機

防災行政無線屋外拡声器
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リレー

遊戯「WAになっておどろう」 

遊戯「めざせポケモンマスター」玉入れ

かけっこ

遊
戯
「
ポ
ポ
ポ
ポ
ポ
ー
ズ
」

かけっこ リレー
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障害物競走 遊戯「１・２・３（ワン・ツー・スリー）

リレー 

かけっこ ディズニー体操

遊戯「ツバメ」 障害物競走
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食生活改善推進員サポーター募集！！

字宮浜　平野　茉幌　ちゃん
（保護者　貴幸　さん）

字宮浜　井上　朔太朗　くん
（保護者　拳司朗　さん）

ま ほろ さく た ろう
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食生活改善推進員サポーター募集！！食生活改善推進員サポーター募集！！食生活改善推進員サポーター募集！！
～食改さんと一緒に「食」のボランティア活動をしてみませんか？～～

◎食生活改善推進員サポーターの募集について
　　鹿部町食生活改善推進協議会では、食生活改善推進員とともに、食生活改善のためのボランティア活動
　を行ってくださる方を募集しています。
　　今回募集する食生活改善推進員サポーターは、食改さんとともに活動していただき、次回、町が開催す
　る養成講座の受講をお願いするものです。
　　20歳以上の町在住の方であれば、男性・女性問わず、どなたでも食生活改善推進員サポーターになるこ
　とができます。現在、男女４名のサポーターが食生活改善推進員と一緒に活動しています。
　　ぜひこの機会に食を通したボランティア活動をしてみませんか？

◎食生活改善推進員とは？
　　食生活改善推進員（通称：食改さん）は、食を通じた健康づくりの活動を行っているボランティア団体
　であり、町が行う「食生活改善推進員養成講座」を受講した方が、食生活改善推進員になります。

◎どんな活動をしているの？
　　食生活改善のための様々な活動のほか、健康づくりなどを学ぶ学習会や研修会を行っています。

※そのほか、「食」に関する自主学習会なども行っています。まずは、見学だけでも可能です。
　興味のある方は、役場保健福祉課保健推進係へご連絡ください。
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◆10月のイベント予定（宮浜児童館）◆ 

鹿部町コミュニティカフェ鹿部町コミュニティカフェ鹿部町コミュニティカフェ鹿部町コミュニティカフェ鹿部町コミュニティカフェをご利用ください

コミュカフェ通信
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☆健康長寿に向けてフレイル予防☆

「コグニサイズ」とは…コグニクション（認知）とエクササイズ（運動）を合わせた言葉です。

頭と体を同時に使った運動をすることで認知症を予防します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※数を数える、しりとりなどの頭を使った課題（認知課題）、足踏みやウォーキングなどの体を使った課題
　を同時に行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・コグニステップ
　①両足で立ち、足踏みをします。
　　（立つことが難しい方は、椅子に座って足踏みをします。）
　②足踏みをしながら1から順に数を数え、「３の倍数」で手をたたきます。
・コグニウォーク
　①ウォーキング時に頭の中で、しりとり、計算（100－３、97－３…）を行います。

※間違えたら、笑って続けて、楽しんで行ってください。課題になれてきたら、脳への刺激が少なくなりま
　すので工夫し、課題を変えてみましょう。
　例：３の倍数の他に５の倍数を組み合わせるなど…
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『農かふぇＰＯＰＰＯ』の美味しいベーグル

障がいのある方へ スタッフ募集‼
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　従来の来庁していただく方法に、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』を加え、より利用
しやすい環境を整えました。
　また、開放予定日に限らず、公務などが入っていない日には、可能な限りご対応させていただきますので、
お気軽にお問い合わせください。
　なお、ご利用を希望される方は事前にお申し込みください。

※お問い合わせ先　役場総務・防災課（℡：７－２１１１）

■令和４年１０月の開放予定日　１０月１２日（水）　午前９時から午後７時まで

全国統一防火標語「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」
　令和４年秋の全道火災予防運動が、令和４年10月15日（土）から10月31日（月）まで実施されます。
　例年、この時季は空気が乾燥し、風の強い日が多いため、一度火災が発生すると被害が大きくなる
危険性がありますので、火気の取り扱いには十分注意し、火災のないまちづくりにご協力をお願いし
ます。

１　令和４年秋の全道火災予防運動の実施について

　消防法及び南渡島消防事務組合
火災予防条例が改正され、平成23
年６月１日から、すべての住宅で
寝室及び階段（寝室が２階にある
場合）に住宅用火災警報器の設置
が義務付けられました。
　台所や居間等は、条例による設
置義務はありませんが、安全のた
め設置してもかまいません。
　早期に火災を発見することによ
り、大事に至らなかった事例も多
数報告されていますので、火災か
ら身を守るためにも住宅用火災警
報器を設置しましょう。

　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなる恐れが
ありますので、定期的に作動確認を行ってください。
　また、設置後おおむね10年を目安に警報器本体を交換しましょう。

寝室
義務設置

  
 

 
 

 
  

 

３　住宅用火災警報器の維持管理について

２　住宅用火災警報器の設置場所について

階段
義務設置

寝室
義務設置

台所
任意設置
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情報発信してい
ますので、ぜひ
ご覧ください
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◎おいしいご飯が食べられますように　高瀬　隼子
◎夜に星を放つ　　　　　窪　　美澄
◎此の世の果ての殺人　　荒木　あかね
◎祈りのカルテ 再会のセラピー　知念　実希人
◎樹海警察　　　　　　　大倉　崇裕
◎いちばんやさしいスマートフォン超入門　原田　和也

◎レッドクローバー　　　まさき　としか
◎琥珀の秋、０秒の旅　　八目　　迷
◎カレーの時間　　　　　寺地　はるな
◎嘘つきジェンガ　　　　辻村　深月
◎早朝始発の殺風景　　　青崎　有吾
◎レッドゾーン　　　　　夏川　草介

（９月の新刊）（８月の新刊）

　10月27日から11月９日までは「読書週間」です。読書週間は、戦後まもない1947年、
読書の力によって平和な文化国家を創ろうと、出版社や書店、公共図書館、マスコミな
どの連携によって始められました。
　読書週間初日の10月27日は、「文字・活字文化の日」に制定されていて、全国各地で
様々な関連イベントが行われています。
　今年の読書週間のテーマは「この一冊に、ありがとう」です。ぜひ、この機会にあり
がとうと言いたくなるような一冊を探しに公民館図書室に足を運んでみてください。

　除籍した図書や雑誌など、図書室
に配架できなくなった書籍を並べた
コーナーを設けます。その中から、
どなたでも好きな本を選び、持ち帰
ることができます。

　ビブリオバトルとは、おすすめの本を紹介しあい「どの本が一番読
みたくなったか」をみんなで決定する催しです。
　小中学生が『私のお気に入りの一冊』を紹介したポスターやカード
を掲示しますので、公民館窓口で投票シールを受け取り、「この本を
読んでみたい ! 」と思った作品に投票をしてください。
　どなたでも投票可能なので、ぜひご参加ください。

　公民館図書室では、読書週間期間中、下記の日程で２つのイベントを開催します。
　期間：10月25日（火）から11月14日（月）まで
　ぜひこの機会に足を運んでみてください。
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